
2021年4月1日

愛媛労働局労働基準部監督課

コロナ禍における監督行政等について



１ 新型コロナウイルス感染症対策について

２ 働き方改革関連法の施行状況について

３ おわりに



職場で働く方々の感染予防・健康管理の徹底が図られるよう、本省及び
労働局等において、労使関係団体に協力依頼を実施。

都道府県労働局（４７箇所）に相談コーナーを設置し、職場における感染
防止対策などに関する事業主、労働者からの相談等に対応。

労働局、監督署が実施する業務において、個別事業場と接する機会を活用
し、職場における感染防止の「５つのポイント」を用いて取組状況を確認す
るとともに、取組が不十分な場合には、実践例を盛り込んだリーフレットや
チェックリストを活用し、職場における感染防止対策の改善について支援・
指導を行う。

【個別事業場と接する機会の例】
○ 労働局幹部による事業場訪問
○ 労働局・監督署職員による事業場訪問や労働関係法令の説明
○ 法令に基づく各種手続きのための監督署への来署

２ 「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」の設置

１ 労使関係団体に対する要請

３ 個別事業場における感染防止対策の取組状況の確認及び指導

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止
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○ 労使団体や業種別事業主団体に対して、職場における感染防止対策の実践例等を活用して、労使
が一体となって職場の状況に応じた感染防止対策に取り組んでいただくよう協力依頼を実施。
※ これまでに緊急事態宣言発出や基本的対処方針改定などの機会を捉えて同趣旨の要請を９回実施

令和2年4月17日、5月14日、8月7日、11月27日、
令和3年1月8日、2月12日、４月26日、５月10日、５月17日

◆ 基本的対処方針で示された職場における取組の徹底（在宅勤務(テレワーク)、

職場の感染防止の取組等）

◆ 「事業場において特に留意すべき『取組５つのポイント』」の実施促進

◆ 「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を活用した
対策の実施

◆ 外国人労働者への対応

※ 10言語（注）に翻訳した｢職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト｣の活用

（注）英語、中国語（簡体字）、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、カンボジア語、ミャンマー語

◆ 高齢者や基礎疾患を有する者などの重症化リスク因子を持つ労働者及び妊娠している労働者や同
居家族（同居者）にそうした者がいる労働者へのテレワークや時差出勤などの感染予防のための
就業上の配慮

◆ 新型コロナウイルスの陽性者等の発生に備えた職場における対応ルールの作成

◆ クラスター発生時の行政検査対象の拡大に係る周知、労働者への受検勧奨や労働時間等の配慮

◆ 労働者が業務により感染したものと考えられる場合の労働者への労災保険請求の勧奨 等

協力依頼内容のポイント

関連資料

労使関係団体に対する要請（協力依頼）について
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個別事業場における感染防止対策の取組状況の確認及び指導
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職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため

～取組の５つのポイント～を確認しましょう！

■ 職場における新型コロナウイルス感染症対策を実施するために、まず次に示
す～取組の５つのポイント～が実施できているか確認しましょう。

■ ～取組の５つのポイント～は感染防止対策の基本的事項ですので、未実

施の事項がある場合には、「職場における感染防止対策の実践例」を

参考に職場での対応を検討の上、実施してください。

■ 厚生労働省では、職場の実態に即した、実行可能な感染症拡大防止対策を検

討していただくため「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大
を防止するためのチェックリスト」を厚生労働省のホームページに掲載

していますので、具体的な対策を検討する際にご活用ください。

■ 職場における感染防止対策についてご不明な点等がありましたら、都道府県

労働局に設置された「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止

対策相談コーナー」にご相談ください。

R3.２都道府県労働局・労働基準監督署

事業者の皆さま、労働者の皆さまへ

～取組の５つのポイント～

実施できて

いれば☑ 取組の５つのポイント

□ テレワーク・時差出勤等を推進しています。

□ 体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実行
できる雰囲気を作っています。

□ 職員間の距離確保、定期的な換気、仕切り、マスク徹底など、
密にならない工夫を行っています。

□
休憩所、更衣室などの“場の切り替わり”や、飲食の場など
「感染リスクが高まる『５つの場面』」での対策・呼びかけ
を行っています。

□ 手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人が触る箇所の消毒
など、感染防止のための基本的な対策を行っています。



職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
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○労働者が感染予防の行動を
取るように指導することを
管理監督者に教育

○職場以外でも労働者が感染
予防の行動を取るよう、

「新しい生活様式」の実践例
について、労働者全員に周知

○テレワークや時差出勤、
時間差での昼休み等の導入

○換気やマスクの着用、手洗
いなどの基本的な感染防止
対策の推進 等

厚生労働省HPより
ダウンロード可能

多言語翻訳版も
公表中



新型コロナウイルスによる労働災害
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令和２年の新型コロナウイルスによる労働災害：6,041件
・ 医療保健業と社会福祉施設で全体の約75％
・ 次いで、製造業（345人）、その他の事業（317人）

労働者死傷病報告（記入例）【事例１】
発 生：令和２年8月
業 種：製造業
被災程度：１ヶ月以上
発生状況：発熱等の症状が見られたため、医療機関を

受診し、ＰＣＲ検査を受けたところ陽性であることが
判明し、入院に至ったもの。（職場内での集団感染）

【事例２】
発 生：令和２年９月
業 種：製造業
被災程度：３週間
発生状況：事業場の同僚に陽性が確認されたため、濃厚

接触者としてＰＣＲ検査を受けた結果、食事休憩中の
接触が原因と思われる陽性者が確認されたもの。

・ 労働者死傷病報告の提出を忘れずに！
・ 労災補償の対象になることもあるので申請を！
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現在の状況と依命通達の趣旨

新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた
中小企業等への対応について（概要）
（ 令 和 ２ 年 ３ 月 1 7 日 付厚 生 労働 省 発基 0 3 1 7 第 1 7 号 厚 生 労 働 事 務 次 官 依 命 通 達）

○新型コロナウイルス感染症が経済活動に影響を及ぼす中、中小企業・小規模事業者（以下「中小企業等」という。）から、労働基準関係法令への
対応に困難を伴う状況がある旨の声が寄せられている。

都道府県労働局及び労働基準監督署において、新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企業等に与える影響に配慮すること等を徹底するよう、
厚生労働大臣から事務次官に対して指示 → この趣旨を3月17日の記者会見において厚生労働大臣から説明するとともに、事務次官から依命通達を発出

繁忙の理由が新型コロナウイルス感染症によるものである場合には、36協定の特別条項に明記されていなくとも、「臨時的な特別の事情がある場

合」の理由として認められるものであることを明確化。

４． 3 6協定の特別条項等への考え方の明確化

１年単位の変形労働時間制を採用している事業場において、新型コロナウイルス感染症対策のため、当初の予定どおりに制度を実施することが企

業の経営上著しく不適当と認められる場合には、制度の途中であっても、労使協定を締結し直すことも可能であることを明確化。

３．１年単位の変形労働時間制の運用の柔軟化

労働基準法第33条第１項（災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等の延長）の対象となり得る場合を明確化。

＜労働基準法第33条第１項の対象となり得る場合＞ ※このほか、人命・公益を保護するために臨時の必要がある場合も該当し得る

○ 新型コロナウイルス感染症に感染した患者を治療する場合

○ 手厚い看護が必要となる高齢者等の入居する施設において新型コロナウイルス感染症対策を行う場合

○ 新型コロナウイルスの感染・蔓延を防ぐために必要なマスクや消毒液、医療機器等を緊急に増産又は製造する場合

労働施策基本方針（平成30年12月28日閣議決定）における「その他の事情」には、新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企業等

に与える影響も含まれることを明確化。

○労働施策基本方針（平成30年12月28日閣議決定）（抄）

（略）中小企業等における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情に配慮し中小企業等の立場に立った対応を行い、労働基準法、労働安全衛生法

等の労働基準関係法令に係る違反が認められた場合においても、当該中小企業等の事情を踏まえ、使用者に対し自主的な改善を促していく。

２．労働基準法第 3 3条の解釈の明確化

１．中小企業等への配慮



新型コロナウイルスに関するQ & A（企業向け、労働者向け）

事業者は、労働者が業務によって健康障害を発症したり、疾病を増悪させ

ることを防ぐために、健康診断によって労働者の健康状態を的確に把握し、

その結果等を踏まえて、労働者の健康管理を適切に行う必要があります。労

働安全衛生法等では、１年以内ごとに１回（一般定期健康診断の場合。健康

診断の種別に応じて、それぞれ実施周期が定められています。）、これら健

康診断等を行うことを事業者に義務付けていて、実施義務が免除されるもの

ではありません。

一方で、新型コロナウイルス感染症の影響等によって健康診断実施機関

等の予約が取れない場合など、やむを得ず法定の期日までに健康診断を実施

することが困難な場合も考えられるところです。そのような場合には、健康

診断実施機関と協議の上、できるだけ早期に健康診断を実施できるよう実施

計画を立て、計画に基づいて実施する必要があります。

なお、実施計画を立てるに当たっては、昨年度以降の健康診断実施状況を

確認の上、確実に実施できる計画を立てるとともに、感染拡大防止対策にも

配慮してください

新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、休業期間中の賃金の

取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働

者が安心し休むことができる体制を整えていただくようお願いします。

休業期間中の賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに

諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第26条では、使用者の責に

帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当（平均賃

金の100分の60以上）を支払わなければならないとされています。

また、労働基準法においては、平均賃金の100分の60までを支払うことが義

務付けられていますが、労働者がより安心して休むことができるよう、就業規則

等により各企業において、100分の60を超えて（例えば100分の100）を支払う

ことを定めていただくことが望ましいものです。なお、休業手当を支払った場合、

支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります。

※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用

者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が

事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の

注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの２つの要件を満た

すものでなければならないと解されています。例えば、自宅勤務などの方法によ

り労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するな

ど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと

認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合

があり、休業手当の支払が必要となることがあります。

６－問３

健康診断実施機関の予約が取れない場合など、労働安

全衛生法等に基づく健康診断ができない場合は、どの

ように対応すればよいでしょうか。

４－問１

新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、

どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

事業者や労働者の労務管理に当たる疑問や不安の解消に向けて、Q&Aを公開（令和２年２月～）

最新のQ＆Aについてはこちらから確認ください
9



届出、申請書類の電子申請の利用等について

令和３年４月～

36協定届における押印・署名の廃止

◼ 36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についての

チェックボックスを新設

電子署名、電子証明書の取扱いの変更

◼ 使用者の電子署名、電子証明書の添付を廃止

◼ 社会保険労務士又は社会保険労務士法人が労働基準法・

最低賃金法等に係る手続について提出代行を行う場合は、

社労士等の電子署名・電子証明書がなくとも、提出代行

に関する証明書（社会保険労務士証票のコピーを貼付し

たもの）をPDF形式などで添付することにより電子申請

することが可能

⇒ 令和３年10月１日からは、労働安全衛生法・

じん肺法等の手続についても、取扱いが開始
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3 6協定 チェックポイント例
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１ 新型コロナウイルス感染症対策について

２ 働き方改革関連法の施行状況について

３ おわりに



法律 内容 大企業 中小企業

労働施策総合推進法
働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継
続的に推進するための「基本方針」を定める。

平成30年7月6日

労
働
基
準
法

労働時間の上限
（第36条等）

時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事
情がある場合にも上限を設定。（罰則付）

平成31年4月1日

令和2年4月1日

高度プロフェッショナル
制度の創設
（第41条の２）

職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とす
る等の業務に従事する場合に、健康確保措置や本人同意、労使委員会決議等を要
件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

平成31年4月1日
年５日の年次有給休暇
の取得義務
（第39条第７項）

使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年５日について毎
年時季を指定して与えなければならない。

フレックスタイム制の見直
し（第32条の３）

フレックスタイム制の清算期間の上限を１ヶ月から３ヶ月に延長。

中小企業における割増
賃金率の猶予措置廃止
（第138条）

月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企
業への猶予措置を廃止。

― 令和5年4月1日

労働時間等設定改善法
勤務間インターバル制度の導入、短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないな
ど取引上の必要な配慮の努力義務化など。

平成31年4月1日

労働安全衛生法、じん肺法
産業医・産業保健機能の強化、高プロ対象者を除くすべての労働者を対象とした労
働時間の状況の把握の義務化など。

パートタイム・
有期雇用労働法

短時間・有期雇用労働者について、
①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②待遇差の内容・理由等に関す
る説明の義務化、③裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備など。

令和2年4月1日 令和3年4月1日

労働者派遣法
派遣労働者について、
①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②待遇差の内容・理由等に関す
る説明の義務化、③裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備など。

令和2年4月1日

働き方改革関連法｜施行日一覧
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○ 労働基準監督署における周知・支援

平成30年４月から、働く方々の労働条件の確保・改善を目的として、全国の労働基準監督署に

➢ 「労働時間改善指導・援助チーム」（労働時間相談・支援班、調査・指導班）を編成するとともに、

➢ 「労働時間相談・支援コーナー」を設置して、

労働時間の改善などを促し、働き方改革の推進を図っている。

【労働基準監督署】労働時間改善指導・援助チーム

１ 労働時間相談・支援班

主に中小企業の事業主の方に対し、働き方改革関連法を始めとした法
令や労務管理についての相談対応・支援を行う

２ 調査・指導班

「労働時間改善特別対策監督官」が、長時間労働の抑制及び過重労働
による健康障害の防止を重点とした監督指導を実施

（対応する相談内容）
・ 時間外・休日労働協定（36協定）を含む労働時間制度全般に関する相談
・ 変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導入に関する相談
・ 長時間労働の削減に向けた取組に関する相談
・ 労働時間などの設定について改善に取り組む際に利用可能な助成金の案内 等

○ 労働時間相談・支援コーナーにおける懇切・丁寧な相談対応

○ 説明会の開催

○ 個別訪問による支援の実施 等

労働基準監督署による中小企業への相談支援

14



52.9%

58.9%

54.1%

42.3%

60.5%

51.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

製造業

建設業

運輸交通業

商業

保健・衛生業

接客娯楽業

8
7

10

3 3

99

12
11

13

10 9

17
19

21

16

13

18

0

5

10

15

20

25

H27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年

労基法等 安衛法 合計

30 24 25 25
42

167

129 127

151 147

48 47 39
53

42

245

200
191

229
231

0

50

100

150

200

250

H28年 H29年 H30年 R1年 R2年

解雇 賃金不払 その他 新規受理件数

1,727 
1,938 

2,086 

2,433 

2,839 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H28年 H29年 H30年 R1年 R2年

（件）

（件） （件）

愛媛労働局定期監督等実施状況

15

定期監督実施件数の推移 (愛媛局 ) 主要業種別の違反事業場割合 (令和２年 )

司法処理件数の推移 (愛媛局 ) 申告受理件数の推移 (愛媛局 )



就業形態別年間総実労働時間及びパートタイム労働者比率の推移

16

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

全国 パートタイム労働者比率(%) 20.97 21.97 22.58 25.27 25.9 25.85 26.11 26.11 27.32 27.83 28.19 28.77 29.4 29.8 30.5 30.7 30.8 30.9 31.5 31.1

愛媛 パートタイム労働者比率(%) 21.8 17.7 19.3 19.1 19.5 20.9 21.4 21.9 26.2 26.7 26.9 26.0 27.7 28.3 25.8 25.7 27.8 31.3 31.2 29.0

全国 年間総実労働時間（一般） 2017 2017 2024 2040 2028 2041 2047 2032 1976 2009 2006 2030 2018 2021 2026 2024 2026 2010 1978 1927

愛媛 年間総実労働時間（一般） 2052 2076 2064 2050 2018 2060 2075 2058 2034 2063 2074 2062 2017 2050 2038 2038 2035 2023 1999 1976

全国 年間総実労働時間（パート） 1154 1141 1151 1150 1140 1138 1128 1111 1082 1096 1090 1105 1093 1084 1068 1050 1035 1025 997 950

愛媛 年間総実労働時間（パート） 1152 1082 1111 1286 1242 1223 1216 1207 1211 1188 1166 1151 1142 1135 1144 1169 1153 1105 1027 1033
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（資料出所）毎月勤労統計調査（事業所規模５人以上）



週６０時間以上就業する雇用者数及び割合の推移
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週の労働時間が60時間以上の者の割合(左目盛)

週の労働時間が６０時間以上の雇用者数(右目盛)

（資料出所）総務省「労働力調査」 （注）資料は非農林業雇用者数により作成。平成２３年は岩手県、宮城県及び福島県を除く。
17

週の労働時間が60時間以上の者の割合は、近年、低下傾向で推移している。



年次有給休暇の取得率等の推移

（資料出所） 厚生労働省｢就労条件総合調査｣（平成１１年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」による）
（注） １） 「対象労働者」は「常用労働者」から「パートタイム労働者」を除いた労働者である。

２） 「付与日数」には、繰越日数を含まない。「取得率」は、全取得日数／全付与日数×１００（％）である。
３） 平成18年以前の調査対象：「本社の常用労働者が30人以上の民営企業」→平成19年以降の調査対象：「常用労働者が30人以上の民営企業」
４） 平成25年以前の調査対象：「常用労働者が30人以上の会社組織の民営企業」→平成26年以降の調査対象：「常用労働者が30人以上の民営法人」

（※医療法人等の会社組織以外の法人を調査対象に加えた。）
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令和元年の年次有給休暇の取得率は56.3％と、前年より3.9ポイント上昇し、昭和59年以降過去最高となったものの、依然とし

て、政府目標である70％とは大きな乖離がある。
令和元年取得率
（規模別）
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過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更の見直し
（令和３年７月3 0日閣議決定）

19

過労死をゼロにすることを目指し、以下の数値目標を設定

旧大綱（平成30年７月24日閣議決定） 新大綱（令和３年７月30日閣議決定）

１ 週労働時間60時間以上の雇用者の割合を５％以下（令和２年まで）
【令和２年：5.1％】

なお、特に長時間労働が懸念される週労働時間40時間以上の雇用者の
労働時間の実績を踏まえつつ、この目標の達成に向けた取組を推進する。
【令和２年：9.0％】

１ 週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の
雇用者の割合を５％以下（令和７年まで）

２ 労働者30人以上の企業のうち、
（１）勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20％未満

（令和２年まで）【令和２年10.7％】
（２）勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10％以上

（令和２年まで）【令和２年：4.2％】

２ 労働者数30人以上のうち、
（１）勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を５％未満

（令和７年まで）
（２）勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15％以上

（令和７年まで）
特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業へ導入に

向けた取組を推進する。

３ 年次有給休暇の取得率を70％以上（令和２年まで）
【令和元年56.3％】

特に、年次有給休暇の取得日数が０日の者の解消に向けた取組を推進
する。

３ 年次有給休暇の取得率を70％以上（令和７年まで）

４ メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80％以上
（令和４年まで）【平成30年：59.2％】

４ メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80％以上
（令和４年まで）

５ 仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を
含めた相談先がある労働者の割合を90%以上
（令和４年まで）【平成30年：73.3％】

５ 仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を
含めた相談先がある労働者の割合を90％以上（令和４年まで）

６ ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の
割合を60％以上（令和４年まで）【平成30年：63.7％】

６ ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の
割合を60％以上（令和４年まで）

※数値目標の４～６については、第14次労働災害防止計画において新たな数値目標が設定された場合には、その目標の達成に向けた取組を推進



事業・業務 猶予期間中の取扱い
（令和６年３月31日まで）

猶予期間終了後の
特例の有無

（令和６年４月１日以降）

猶予期間終了後の取扱い
（令和６年４月１日以降）

建設事業

上限規制は適用されません。

原則特例なし（※）

（災害の復旧・復興の
事業は特例あり）

●災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制
がすべて適用されます。

●災害の復旧・復興の事業に関しては、
時間外労働と休日労働の合計について、
✓月100時間未満
✓２～６か月平均80時間以内

とする規制は適用されません。

自動車運転の業務 特例あり(※) ⚫特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外
労働の上限が年960時間となります。
⚫時間外労働と休日労働の合計について、
✓月100時間未満
✓２～６か月平均80時間以内

とする規制は適用されません。
⚫時間外労働が月45時間を超えることができるのは年
６か月までとする規制は適用されません。

医師 特例あり ●「医師の働き方改革に関する検討会」及び「医師の
働き方改革の推進に関する検討会」における検討の結
果を踏まえ、地域医療の確保や集中的な研修実施の観
点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関
を都道府県知事が指定する制度の創設等を内容とする
医療法等改正法が令和３年通常国会にて成立しました。

●具体的な上限時間は、この医療法の内容も踏まえ、
今後、省令で定めることとされています。

鹿児島県及び沖縄県
における砂糖製造業

時間外労働と休日労働の合計について、
✓月100時間未満
✓２～６か月平均80時間以内

とする規制は適用されません。

特例なし 上限規制がすべて適用されます。

※建設事業及び自動車運転の業務については、働き方改革関連法施行後の労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ、上限規制の特例の廃止
について引き続き検討するものとされている（働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律 附則第12条第２項）。

上限規制の適用が猶予となる事業・業務
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♦ 自動車運転者は、これまで労働基準法第36条の限度基準告示の適用が除外され、「改善基準告示」に基づき、
「拘束時間」、「休息期間」等について指導を行ってきたところ。
♦ 働き方改革関連法により、自動車運転者も時間外労働の上限規制（年360H.月45H/特別960H）が法定された

ところであり、令和６年4月の施行に向け、改善基準告示もこれを踏まえた内容に見直しを行うことが必要。
※ 附帯決議においても、自動車運転者は、他業種と比較して長時間労働の実態にあるため、過労死防止の観点から、働き方改革関連法施行後５

年の特例適用までの間、速やかに改善基準告示の見直しを検討するよう求められたところ。

改善基準告示見直しのスケジュール

・ 議論の土台として、各種調査を実施

▶ 実態調査：事業場および労働者を対象に、アンケート調査を実施（コロナ発生前の労働実態等を把握）

▶ 海外調査：欧米主要国における自動車運転者の労働時間規制の制度・運用状況を把握

▶ 疲労度調査：運転時間等の長さ等の身体への影響等について科学的に調査・分析

（※令和３年度も、さらに精度の高い調査結果を得るため疲労度調査を実施予定）

・ 労働条件分科会の下に、「自動車運転者労働時間等専門員会」を設置（令和元年11月25日）し、検討をスタート

・ 年度内にハイヤー・タクシー、バスの見直し等のとりまとめに向けて本格的な議論を進める。

（※ トラックは、コロナ発生後の労働実態について追加調査を行った上で本格的な議論を開始し、令和４年度内のとりまとめを目指す）

・ 令和４年12月まで：改善基準告示改正（令和６年４月施行）

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度
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トラック運転者の改善基準告示の推移（参考）
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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための
医療法等の一部を改正する法律の概要

改正の概要

＜Ⅰ．医師の働き方改革＞

長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等 （医療法） 【令和６年４月１日に向け段階的に施行】

医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始（令和６年４月１日）に向け、次の措置を講じる。

・ 勤務する医師が長時間労働となる医療機関における医師労働時間短縮計画の作成

・ 地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関を都道府県知事が指定する制度の創設

・ 当該医療機関における健康確保措置（面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等）の実施 等

＜Ⅱ．各医療関係職種の専門性の活用＞

１．医療関係職種の業務範囲の見直し （診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、臨床工学技士法、救急救命士法） 【令和３年10月１日施行】

タスクシフト/シェアを推進し、医師の負担を軽減しつつ、医療関係職種がより専門性を活かせるよう、各職種の業務範囲の拡大等を行う。

２．医師養成課程の見直し （医師法、歯科医師法） 【①は令和７年４月１日／②は令和５年４月１日施行等】 ※歯科医師も同様の措置

①共用試験合格を医師国家試験の受験資格要件とし、②同試験に合格した医学生が臨床実習として医業を行うことができる旨を明確化。

＜Ⅲ．地域の実情に応じた医療提供体制の確保＞

１．新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置付け （医療法）【令和６年４月１日施行】

医療計画の記載事項に新興感染症等への対応に関する事項を追加する。

２．地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律）【公布日施行】

令和２年度に創設した「病床機能再編支援事業」を地域医療介護総合確保基金に位置付け、当該事業については国が全額を負担する

こととするほか、再編を行う医療機関に対する税制優遇措置を講じる。

３．外来医療の機能の明確化・連携 （医療法） 【令和４年４月１日施行】

医療機関に対し、医療資源を重点的に活用する外来等について報告を求める外来機能報告制度の創設等を行う。

＜Ⅳ．その他＞ 持ち分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長 【公布日施行】
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令和６年４月以降の姿
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令和６年４月以降は、年960時間超の時間外・休日労働が可能となるのは、都道府県知事の指定を受けた医療機関で
指定に係る業務に従事する医師（連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の適用医師）のみ



連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準

25

所属する医師に異なる水準を適用させるためには、医療機関はそれぞれの水準についての指定を受ける必要がある。



令和６年４月に向けたスケジュール
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連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の指定申請には、医師労働時間短縮計画案を作成し、評価センターの評価を受けることが必要

令和３年度中に労働時間（実態）を把握し、ゴール（どの水準を目指すか）を設定し、取組を開始することが必要



経済財政運営と改革の基本方針2 0 2 1
日本の未来を拓く４つの原動力～グリーン、デジタル、活力ある地方創り、少子化対策～
令和３年６月 1 8  日閣議決定

５．４つの原動力を支える基盤づくり
（５）多様な働き方の実現に向けた働き方改革の実践、リカレント教育の充実

（フェーズⅡの働き方改革、企業組織の変革）

感染症の影響からテレワークの拡大などの変化を後戻りさせず、働き方改革を加速させる。「新たな日常」の象徴であるテレワークにつ

いては、その活用等による出勤者数削減に関する各事業者の実施状況の公表を促すとともに、幅広く周知することにより、見える化を進め

る。また、ワンストップ相談窓口の設置等、企業における導入を支援するとともに、ガイドライン100の普及に取り組む。労働時間削減等を

行ってきた働き方改革のフェーズⅠに続き、メンバーシップ型からジョブ型の雇用形態への転換を図り、従業員のやりがいを高めていくこ

とを目指すフェーズⅡ101の働き方改革を推進する。

ジョブ型正社員の更なる普及・促進に向け、雇用ルールの明確化や支援に取り組む。裁量労働制について、実態を調査した上で、制度の

在り方について検討を行う。兼業・副業の普及・促進のため、ガイドライン102の周知、取組事例の横展開等に取り組む。選択的週休３日制

度について、育児・介護・ボランティアでの活用、地方兼業での活用などが考えられることから、好事例の収集・提供等により企業におけ

る導入を促し、普及を図る。また、フリーランスについて、ガイドライン103を踏まえ、関係法令104の適切な適用等を行うとともに、事業者

との取引について書面での契約のルール化などを検討する。これらの取組により、多様で柔軟な働き方を選択でき、安心して働ける環境を

整備する。あわせて、公的職業訓練における在職者の訓練の推進、教育訓練休暇の導入促進等を含め、働きながら学べる仕組みを抜本的に

見直すとともに、周知を徹底することにより、その活用を図る。また、民間求人メディア等についてマッチング機能の質を高めるための

ルール整備やハローワークとの情報共有の仕組みの構築に取り組む。加えて、雇用保険の業務データ等を用いて公共職業訓練等の効果の分

析を行い、今後の施策に反映させる。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 「テレワークの適切な導入及び実施の推進 のためのガイドライン」（令和３年３月25日厚生労働省改定）。

101 メンバーシップ型からジョブ型の雇用形態への転換、より効率的で成果が的確に評価されるような働き方への改革。ジョブ型の雇用形態とは、職務や勤務場所、勤務時間が限定された働き方等を選択でき

る雇用形態。

102 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」（令和２年９月１日厚生労働省改定）。

103 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」（令和３年３月26日内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省）。

104  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）、下請代金支払遅延等防止法（昭和31年法律第120号）、労働関係法令。
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これからの労働時間制度に関する検討会

１ 趣旨・目的

労働時間制度については、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）により、罰則
付きの時間外労働の上限規制や高度プロフェッショナル制度が設けられ、働く方がその健康を確保しつつ、ワークライフバランスを図り、
能力を有効に発揮することができる労働環境整備を進めているところである。
こうした状況の中で、裁量労働制については、時間配分や仕事の進め方を労働者の裁量に委ね、自律的で創造的に働くことを可
能とする制度であるが、制度の趣旨に適った対象業務の範囲や、労働者の裁量と健康を確保する方策等について課題があるところ、
平成25年度労働時間等総合実態調査の公的統計としての有意性・信頼性に関わる問題を真摯に反省し、統計学、経済学の学
識者や労使関係者からなる検討会における検討を経て、総務大臣承認の下、現行の専門業務型及び企画業務型それぞれの裁
量労働制の適用・運用実態を正確に把握するための統計調査を実施したところである。当該統計調査で把握した実態を踏まえ、
裁量労働制の制度改革案について検討する必要がある。
また、裁量労働制以外の労働時間制度についても、こうした状況を踏まえた在り方について検討することが求められている。
このため、裁量労働制その他の労働時間制度について検討を行うことを目的として、「これからの労働時間制度に関する検討会」
（以下「本検討会」という。）を開催する。

２ 検討事項

本検討会においては、次に掲げる事項について検討を行う。

・ 裁量労働制の在り方
・ その他の労働時間制度の在り方

３ 検討会開催状況

第１回 令和３年 ７月26日（月）
第２回 令和３年 ８月31日（火）
第３回 令和３年 ９月７日 （火）
第４回 令和３年 10月15日（金）

４ 構成員

◎荒木尚志（東京大学大学院法学政治学研究科教授）

小畑史子（京都大学大学院人間・環境学研究科教授）

川田琢之（筑波大学ビジネスサイエンス系教授）

黒田祥子（早稲田大学教育・総合科学学術院教授）

島貫智行（一橋大学大学院経営管理研究科教授）

堤 明純（北里大学医学部教授）

藤村博之（法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授）

◎座長
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１ 新型コロナウイルス感染症対策について

２ 働き方改革関連法の施行状況について

３ おわりに



おわりに
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◼ 事業場の基本的労働条件の確保について

◼ 社会保険労務士の不適切な情報発信の防止について

◼ 好事例の取組の発信について

・働き方改革特設サイト

・働き方休み方改善ポータルサイト


